
 

主治医意見書の様式変更について 

 

 

 ⑴ 手書き作成の場合（別添参照） 

 

主治医意見書の赤枠内のコード記入箇所が

新たに追加されました。ただし赤枠内は保険者

により入力しますので、記載不要です。 

   その他の箇所は従来どおりで変更ございま

せん。  

   変更様式は、依頼書と併せて、各保険者から

お送りします。 

 

 ⑵ 手書き以外（電子入力等）の場合 

  

   電子カルテ等、各医療機関独自のシステムで

作成している場合は、引き続きご利用いただけ

ます。 

    

 ⑶ その他 

 

  ・阿久根市又は北薩広域行政事務組合のホーム

ページから「主治医意見書入力用ＰＤＦフォー

ム」を、ダウンロードできますので、ぜひご活用

ください。 

 

  ・上記⑴及び⑵、いずれの場合でも、可能な限 

り、Ａ４両面での提出をお願いします。 

 



 

〈旧様式 表面〉       〈新様式 表面〉 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈旧様式 裏面〉      〈新様式 裏面〉       
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